
議案第 ９号 

 

日野町営住宅設置及び管理 関 条例等 一部改正 い  

 

日野町営住宅設置及び管理 関 条例等 一部を別紙 改正  

 

令和 年 月 日提出 

 

日野町長 﨏  淳 一 

 



日野町営住宅設置及び管理 関 条例等 一部改正 必要 理 概要 

 

 背景及び趣旨 

民法 一部を改正 本町 関係 条例 い 所要 整備を行う

あ  

 

 改正 容 

  改正後 民法第 条 い 保証人を求 場合 保証人 保証

極度額を定 け 効力を生 いこ たた 連帯保証人 保証

極度額を入居時 家賃 月分 相当 額 定  

保証人 確保 入居 支障 い う入居 滑化を た 町営住

宅等 入居時要件 あ 連帯保証人数を 人 人 改 連帯保証

人を要 い場合 い 規則 別 定 こ  

  改正後 民法第 条 通常 使用 生 た経年変化 賃

借人 町営住宅等 原状回復費用 負担義務 範 除 た 公営住宅

法第 条及び公営住宅法施行規則第 条 規定さ い い事項 い

本条例 負担 範 を定  

 

 改正条例 

 日野町営住宅設置及び管理 関 条例 一部改正 

 日野町特定公共賃貸住宅 設置及び管理 関 条例 一部改正 

 日野町世帯向住宅設置及び管理 関 条例 一部改正 

 日野町小集落改良住宅 設置及び管理 関 条例 一部改正 

 

 施行期日 

令和 年 月 日 



 

日 町営住宅設置及び管理 関 条例等 一部を改正 条例 

 

日 町営住宅設置及び管理 関 条例 一部改正  

第1条 日 町営住宅設置及び管理 関 条例 。 成重 日 町条例第37号) 一部を次 う 改正  

改正後 改正前 

 

。住宅入居 手続) 

第11条 町営住宅 入居決定者 決定 あ 日 10日 内 次

各号 掲 手続 を い  

。1) 入居決定者 程度 上 収入を 連 保証人。連 保

証人 保証 極度額 入居時 家賃 6 分 相当 額

) 記 押印 請書 当該連 保証人 収入 証明及び

印鑑証明書を添え 町長 提出  

。2) 略 

2 略 

3 町長 特別 事情 あ 認 者 対 規則 定

第1項第1号 規定 請書 連 保証人 保証を

必要 い  

4～6 略 

。修繕費用 負担) 

第21条 町営住宅及び共 施設 修繕 要 費用 次条 規定

入居者 負担 ほ 町 負担  

 

 

2及び3 略 

。入居者 費用負担義務) 

 

。住宅入居 手続) 

第11条 町営住宅 入居決定者 決定 あ 日 10日 内 次

各号 掲 手続 を い  

。1) 入居決定者 程度 上 収入を 連 保証人2人 連

署 請書 当該連 保証人 収入 証明及び印鑑証明書を添

え 町長 提出  

 

。2) 略 

2 略 

3 町長 特別 事情 あ 認 者 対 第1項第1号

規定 請書 保証人 連署を必要 い

 

4～6 略 

。修繕費用 負担) 

第21条 町営住宅及び共 施設 修繕 要 費用 。畳 表替え

破損ガラス 替え等 軽微 修繕及び給水栓 点滅器そ 他附

施設 構造上 要 い部分 修繕 要 費用を除く ) 町

負担  

2及び3 略 

。入居者 費用負担義務) 



 

第22条 次 各号 掲 費用 入居者 負担  

。1)～。3) 略 

。4) 障子及びふ ま 張替 ガラス 替並び 畳及び建具

修繕 要 費用。 去時 通常 使用 損耗 生 い

い場合 い 行う い ふ ま 張替及び畳

表替え 裏返 又 畳縁 交換 要 費用を含 ) 

。5) 給水栓 点滅器そ 他附 施設 構造上 要 い部分

修繕 要 費用 

。6) 去時 当該住宅 鍵 交換 要 費用 

。7) そ 他町長 定 費用 

第22条 次 各号 掲 費用 入居者 負担  

。1)～。3) 略 

。4) 前条第1項 規定 外 町営住宅及び共 施設 修

繕 要 費用 

 

 

 

  



 

日 町特定公共賃貸住宅 設置及び管理 関 条例 一部改正  

第2条 日 町特定公共賃貸住宅 設置及び管理 関 条例。 成重 日 町条例第1号) 一部を次 う 改正  

改正後 改正前 

 

。入居 手続) 

第11条 入居決定者 決定 あ 日 10日 内 次 各号 掲

手続 を い  

。1) 町長 別 定 資格を 連 保証人。連 保証人 保

証 極度額 入居時 家賃 6 分 相当 額 )

記 押印 請書を提出 特別 事情 あ 認

者 対 規則 定 連 保証人 保証

を必要 い  

。2) 略 

2～5 略 

。修繕 実施及び費用 負担) 

第1重条 町長 特定公共賃貸住宅及び共 施設 修繕 要 費用

次条 規定 入居者 負担 ほ 町 負担

 

2 略 

。入居者 費用負担義務) 

第20条 次 各号 掲 費用 入居者 負担  

。1)～。3) 略 

。4) 障子及びふ ま 張替 ガラス 替並び 畳及び建具

修繕 要 費用。 去時 通常 使用 損耗 生 い

い場合 い 行う い ふ ま 張替及び畳  

表替え 裏返 又 畳縁 交換 要 費用を含 ) 

 

。入居 手続) 

第11条 入居決定者 決定 あ 日 10日 内 次 各号 掲

手続 を い  

。1) 町長 別 定 資格を 連 保証人 連署 請書

を提出 特別 事情 あ 認 者 対

連 保証人 連署を必要 い  

 

 

。2) 略 

2～5 略 

。修繕 実施及び費用 負担) 

第1重条 町長 特定公共賃貸住宅及び共 施設 修繕。ガラス 畳

修繕障子紙 張替 ふ ま紙 張替 給水栓 替等 軽微 修

繕を除く)を実施  

2 略 

。入居者 費用負担義務) 

第20条 次 各号 掲 費用 入居者 負担  

。1)～。3) 略 

。4) 前各号 掲 ほ 別 定 費用 



 

。5) 給水栓 点滅器そ 他附 施設 構造上 要 い部分

修繕 要 費用 

。6) 去時 当該住宅 鍵 交換 要 費用 

。7) そ 他町長 定 費用 

 

 

  



 

。日 町世 向住宅設置及び管理 関 条例 一部改正) 

第3条 日 町世 向住宅設置及び管理 関 条例。 成28 日 町条例第1号) 一部を次 う 改正  

改正後 改正前 

 

。住宅入居 手続) 

第重条 住宅 入居決定者 町長 入居決定 通知を発 日

14日 内 次 各号 掲 手続 を い  

。1) 入居決定者 程度 上 収入を 連 保証人。連 保

証人 保証 極度額 入居時 家賃 6 分 相当 額

) 請書 当該連 保証人 収入 証明及び印鑑証明書

を添え 町長 提出  

。2) 略 

2 略 

3 町長 特別 事情 あ 認 者 対 規則 定

第1項第1号 規定 請書 連 保証人 保証

を必要 い  

4～6 略 

。修繕 実施及び費用 負担) 

第16条 住宅及び共 施設 修繕 要 費用 次条 規定

入居者 負担 ほ 町 負担  

 

 

2 略 

。入居者 費用負担義務) 

第17条 次 各号 掲 費用 入居者 負担  

。1)～。3) 略 

 

。住宅入居 手続) 

第重条 住宅 入居決定者 町長 入居決定 通知を発 日

14日 内 次 各号 掲 手続 を い  

。1) 入居決定者 程度 上 収入を 連 保証人2人 連

署 請書 当該連 保証人 収入 証明及び印鑑証明書を添

え 町長 提出  

 

。2) 略 

2 略 

3 町長 特別 事情 あ 認 者 対 第1項第1号

規定 請書 保証人 連署を必要 い

 

4～6 略 

。修繕 実施及び費用 負担) 

第16条 住宅及び共 施設 修繕 要 費用 。畳 表替え 襖や

網戸 張替え 破損ガラス 替え等 軽微 修繕及び給水栓

点滅器そ 他附 施設 構造上 要 い部分 修繕 要 費

用を除く ) 町 負担  

2 略 

。入居者 費用負担義務) 

第17条 次 各号 掲 費用 入居者 負担  

。1)～。3) 略 



 

。4) 障子及びふ ま 張替 ガラス 替並び 畳及び建具 修

繕 要 費用。 去時 通常 使用 損耗 生 い い

場合 い 行う い ふ ま 張替及び畳 表替

え 裏返 又 畳縁 交換 要 費用を含 ) 

。5) 給水栓 点滅器そ 他附 設備 構造上 要 い部分 修繕

要 費用 

。6) 略 

。7) 略 

。4) 前条第1項 規定 外 住宅及び共 施設 修繕  

要 費用 

 

 

 

 

。5) 略 

。6) 略 

 

 

  



 

。日 町小集落改良住宅 設置及び管理 関 条例 一部改正) 

第4条 日 町小集落改良住宅 設置及び管理 関 条例。昭和52 日 町条例第7号) 一部を次 う 改正  

改正後 改正前 

 

。入居 手続) 

第8条 前条 規定 改良住宅入居 決定通知を 者 町

長 指定 期日ま 次 掲 手続を い  

。1) 町内 居住 入居者 程度 上 収入を 連

保証人。連 保証人 保証 極度額 入居時 家賃 6

分 相当 額 ) 記 押印 請書を町長 提出

い 町長 特別 事情 あ 認 者

対 規則 定 連 保証人 保証を必要

い  

。2) 略 

。管理者 費用負担) 

第17条 改良住宅及び附 施設 修繕 要 費用 次条 規定

入居者 負担 ほ 町 負担  

2 入居者 責 べ 事由 修繕 必要 生

前項 規定 わ 入居者 町長 指示 従 修繕

そ 費用を負担 い  

。入居者 費用負担義務) 

第18条 次 各号 費用 入居者 負担 町長

必要 認 そ 費用 一部を町 負担

 

。1)～。3) 略 

。4) 障子及びふ ま 張替 ガラス 替並び 畳及び建具

 

。入居 手続) 

第8条 前条 規定 改良住宅入居 決定通知を 者 町

長 指定 期日ま 次 掲 手続を い  

。1) 町内 居住 入居者 程度 上 収入を 連

保証人2人 連署 請書を町長 提出 い  

 

 

 

 

。2) 略 

。管理者 費用負担) 

第17条 改良住宅及び附 施設 修繕 要 費用 次 事項

ほ 町 負担  

2 入居者 責 べ 事由 改良住宅又 附 施設 修繕

必要 生 入居者 町長 指示 従 修繕

そ 費用を負担 い  

。入居者 費用負担義務) 

第18条 次 各号 費用 入居者 負担 町長

必要 認 そ 費用 一部を町 負担

 

。1)～。3) 略 

。4) ふ ま 張替 ガラス 入替 畳 表替若 く 建具 修繕



 

修繕 要 費用。 去時 通常 使用 損耗 生 い

い場合 い 行う い ふ ま 張替及び畳  

表替え 裏返 又 畳縁 交換 要 費用を含 ) 

。5) 給水栓 点滅器そ 他附 施設 構造上 要 い部分 修

繕 要 費用 

。6) 去時 当該住宅 鍵 交換 要 費用 

。7) そ 他町長 定 費用 

要 費用 

 

 

。5) 給水栓 点滅器そ 他附 施設 軽微 修繕 要 費用 

附 則 

条例 和2 4 1日 施行  

 


